
【ごみの分別と出し方】 
ごみの減量と分別の徹底にご協力ください 

収集日に決められた集積所に出してください 

（前日には出さないでください） 

も
や
せ
る
ご
み(

可
燃
ご
み) 

出し方 ⇒ もやせるごみ専用袋に入れて出してください。 

 

 

 

 

 

 

・生ごみ類      ・・・   肉・野菜等の調理くず、食べ残し、貝がらなど 

・紙 くず類      ・・・  紙くず、紙コップ、紙皿、紙トレイ、ちり紙など 

・布くず・皮革類   ・・・  布くず・衣類・タオル、ぬいぐるみ、鞄、靴など 

・プラスチック製品 ・・・  ポリジョウロ・バケツ、計算機、ビデオテープなど 

・木、草類      ・・・  木、枝、葉、わりばし、木工製品、草花など 

・その他 ・・・  紙おむつ、使い捨てカイロ、ソース・マヨネーズ等の容器など 

 

も
や
せ
な
い
ご
み(

不
燃
ご
み) 

出し方 ⇒ 不燃物専用容器に入れて出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・金属類 ･･･ アルミ缶・スチール缶、スプレー缶など 

・ガラス類 ･･･ 割れたガラス、耐熱ガラス、花瓶、コップなど 

・小型家電製品 ・・・ カメラ、ビデオカメラ、懐中電灯など 

・その他 ･･･ 陶磁器類、蛍光灯、乾電池、刃物など 

 

 

 

資 

源 

物 

出し方 ⇒ 資源専用袋に入れて出してください。 

 

 

 

 

 

 

○びん類・ペットボトルはキャップを外してください。 

・ プラスチックキャップ → プラスチック製容器包装へ 

・ その他のキャップ   → もやせないごみ 

 

 出し方 ⇒ ひもで十字に束ねて出してください。 

 

 

粗
大
ご
み 

出し方 ⇒ 指定収集場所にそのまま出してください。 

 

 

 

 

 

 ・電化製品類 ･･･ ワープロ、ステレオ、電子レンジ、掃除機など 

 ・家具類   ･･･ タンス、ベッド、マットレス、布団など 

 ・乗り物類  ･･･ 自転車、車椅子など  ・その他 ･･･ 傘、一斗缶、フライパンなど 

一般家庭の粗大ごみに限り、指定の日曜日に清掃センターに直接搬入できます。 

<受入日>偶数月の第３日曜日 8:40～11:30､13:00～16:00（12月は除く） 

 

収
集
で
き
な
い
物 

○ 市町で処理できない物 

 コンクリートブロック、タイヤ、消化器、自動車部品、農機具、農薬、 

農業用ビニール、医療系廃棄物、建築廃材など 

⇒ 販売店に引き取ってもらうか、専門業者等に依頼する 

○ 家電リサイクル法対象家電品 

エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機 

⇒ 家電小売店又は、収集業者に依頼する 

○ パソコン 

⇒ 各メーカー等に依頼する 

布くず・皮革類 

 

布類 ビデオテープ 

紙おむつ 

 ◆汚物はトイレに捨てる 生ごみ類 ライター 

(ガスを抜く） 

○水をよく切ってから袋へ入れて 袋の口を確実にしばって 

台所ごみ 

スプレー缶、カセット 

ボンベは使い切り、必ず

穴をあけて 

ガラス 

乾電池 

陶磁器 
缶 

 

蛍光灯 刃物 

 紙製容器包装   紙パック     段ボール   新聞紙・折込チラシ  雑誌・本 

ペットボトル 
プラスチック製容器包装 びん類 

無色    茶色   その

他 

 
不燃物専用容器 

       
レンジ   ストーブ   布団        自転車    一斗缶   たんす 

タイヤ 
注射器 消化器 

冷蔵庫 洗濯機 

パソコン 

庭木のせん定枝木 

80cm 以下 

30cm 

  

それぞれ水ですすぎ

よく水を切る。 




